
 

日 薬 業 発 第 35 8 号 

令和３年１２月２４日 

 

 都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

                                         日 本 薬 剤 師 会 

                                副会長 田尻 泰典 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの販売に 

関する監視指導及び留意事項について 

 

 

 平素より本会会務にご協力賜り厚く御礼申し上げます。 

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課より別添の通り事務連絡がありましたので、

お知らせいたします。 

本事務連絡の内容につきご了知いただきますとともに、併せて、薬局におかれ

ましては引き続き薬事承認に基づき信頼性等が保証された医療用抗原定性検査キッ

トの適切かつ積極的な取扱い・販売にご協力賜りますよう、何卒よろしくお願い申

し上げます。 

なお、本事務連絡に伴い、令和３年３月２日付け日薬業発第509号でご案内しま

した「研究用抗原検査キットに係る監視指導について（令和３年２月 26 日付け厚

生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡）」は廃止されましたの

で、ご留意ください。 

会務ご多用のところ恐縮ながら、貴会会員にご周知下さいますようお願い申し

上げます。 



 

 

事 務 連 絡 

令和３年 12月 22日 

 

公益社団法人日本薬剤師会 御中 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 

 

 

新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの販売に 

関する監視指導及び留意事項について 

 

 

 標記について、別添のとおり各都道府県、保健所設置市及び特別区衛生主管

部（局）宛て事務連絡が送付されましたので、その内容について御了知の上、

貴会傘下関係者に周知いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 












	日薬業発第358号
	別添


